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令和元年度塩尻市水道事業会計  

決 算 審 査 意 見 書  
 

 

 この審査は塩尻市監査基準に基づき実施した。 

 

１ 審査の種類 

地方公営企業法第３０条第２項に規定する決算審査 

 

 

２ 審査の対象 

令和元年度塩尻市水道事業会計決算 

 

 

３ 審査の着眼点 

決算その他関係書類が法令に適合しかつ正確であるか、水道事業の経営及び財産運

営が適正かつ効率的に執行されているか、また、計数に誤りがないか等を主眼として審

査を実施した。 

 

 

４ 審査の主な実施内容 

市長から審査に付された決算書類について関係職員から説明を受け、定期監査、例

月出納検査等の結果を参考にし、関係諸帳簿及び証書類との照合等の審査を実施した。 

 

 

５ 実施日程及び場所  令和２年６月３０日 塩尻市役所４階第２委員会室 

 

 

６ 審査の結果 

審査に付された当事業会計の事業報告書、決算書、財務諸表及びその他の書類は、

いずれも地方公営企業関係法令に規定された様式により作成されており、決算書等に

記載された計数については、関係諸帳簿及び証書類と照合した結果、誤りのないもの

と認めた。また、事業の経営成績及び財政状態についても、適正に表示されており、

正確であることを認めた。 

   なお、審査の過程において明らかになった当事業会計の決算概要及び審査の所見は、

次のとおりである。 
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令 和 元 年 度 塩 尻 市 水 道 事 業 会 計 

 

 

１ 事 業 の 概 要 

  

  本市の水道事業は、８箇所の自己水源と長野県企業局松塩水道用水及び松本市からの

受水により、安定的かつ効率的な給水に努めている。 

  

当年度末における給水業務の普及状況については、給水戸数は27,983戸で、前年度と

比較して267戸（1.0％）の増加、給水人口は66,804人で、前年度と比較して277人（0.4％）

の減少となった。 

なお、給水普及率は、戸数及び人口とも前年同様の99.9％であった。 

  

当事業における当年度の年間配水量は8,458,162㎥で、前年度と比較して239,489㎥

（2.8％）の減少となり、当年度の年間有収水量は7,276,040㎥で、前年度と比較して

1,978㎥（0.03％）の増加となった。 

なお、当年度の有収率は86.0％で、前年度と比較すると2.4ポイントの増加となってい

る。 

  

当年度の建設事業においては、安全でおいしい水道水の安定供給や水道システムの最

適化による持続可能な水道を目指し、諸事業が展開された。 

平成29年４月からは、楢川簡易水道事業の水道事業への統合と上下水道料金等の賦課

徴収業務の民間委託を行い、業務の効率化と使用者サービスの向上が図られている。 

当年度について、配水施設整備事業において、市内各所で延長2,619ｍの配水管改良

工事がなされた。 

東山水系水道システム再構築事業では、配水管布設工事により延長450ｍの布設工事

を行われ、水道システムの最適化を図られた。 

基幹施設耐震化推進事業では、広丘吉田地区において延長544ｍの改良工事が行われ、

耐震管の更新が行われた。 

    

  当年度の給水収益は1,379,434,705円（消費税抜きの額。以下、金額の表記の後に「消

費税込みの額」という表示がない場合については、同様とする。）で、前年度と比較し

て11,160,743円（0.8％）の増加となっている。 

これは、給水戸数の増加などが、その主な要因であると考えられる。 
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２ 経 営 の 状 況 

  

収益的収支については、収入総額は 1,741,343,125円（消費税込みの額は、

1,871,571,433円）であり、前年度と比較して74,714,564円（4.1％）の減少となった。 

これに対する支出総額は1,463,013,471円（消費税込みの額は、1,563,213,836円）で

あり、前年度と比較して219,073,522円（13.0％）の減少となり、収支差引額の

278,329,654円が当年度純利益となっている。 

 

資本的収支については、収入総額は203,073,784円（消費税込みの額は207,747,150円）

であり、前年度と比較して93,119,324円（31.4％）の減少となった。 

これに対する支出総額は764,133,833円（消費税込みの額は、797,686,064円）であり、

前年度と比較して107,831,718円（12.4％）の減少となり、資本的収入額が資本的支出

額に対して不足する額589,938,914円（消費税込みの額）は、当年度消費税資本的収支

調整額28,878,865円、減債積立金133,970,696円、過年度分損益勘定留保資金

244,961,992円、当年度分損益勘定留保資金182,127,361円によって補塡されている。 

 

水道料金の未収金については、前年度末時点の未収金（滞繰分）総額51,109,380円（消

費税込みの額）に対し、28,579,021円（消費税込みの額）が収納され、161,750円（消

費税込みの額）が還付され、また、時効等の理由により5,341,510円（消費税込みの額）

が不納欠損として処理されて、当年度末時点の滞納繰越分未収金は17,350,599円（消費

税込みの額）となった。 

これに、当年度末時点の当年度分未収金23,263,160円（消費税込みの額）を加え、当

年度末時点の未収金総額は40,613,759円（消費税込みの額）となった。 

これを前年度と比較すると、当年度分は4,037,680円（14.8％）の減少、滞納繰越分

は6,480,701円（27.2％）の減少、総額では10,518,381円（20.6％）の減少となった。 

なお、水道料金の収納率については、当年度分が98.4％（対前年度比0.2ポイント増

加）、滞納繰越分が55.6％（対前年度比8.1ポイント増加）で、合計では97.0％（対前年

度比0.6ポイント増加）となった。 

 

水道事業の経営状況は、表１のとおりである。 

 

総収益は前記のとおり1,741,343,125円で、その内容は、営業収益が1,495,922,527円

で、総収益の85.9％を占めている。内訳は、給水収益（水道料金収入）が1,379,434,705

円（総収益の79.2％）、その他営業収益が116,347,422円（総収益の6.7％）などであっ

た。 

営業外収益は、長期前受金戻入207,047,009円（総収益の11.9％）などであった。 
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総費用は1,463,013,471円で、その内容としては、営業費用が1,365,894,168円で、総

費用の93.4％を占めている。その内訳は、原水及び浄水費が390,486,980円（総費用の

26.7％）、配水及び給水費が74,891,518円（総費用の5.1％）、業務費が156,387,681円（総

費用の10.7％）、総係費が46,951,730円（総費用の3.2％）、減価償却費が690,986,982円

（総費用の47.2％）などであった。 

営業外費用は96,852,571円（総費用の6.6％）であり、その内訳としては、支払利息

及び企業債取扱諸費の94,925,080円（総費用の6.5％）が主なものであった。 

特別損失は、過年度損益修正損の266,732円(総費用の0.02％)が計上されている。 

 

  この結果、当年度純利益の 278,329,654 円及び減債積立金の取り崩しに伴い発生した

その他未処分利益剰余金変動額 133,970,696 円が、当年度未処分利益余剰金となって、

合計 412,300,350 円が、令和２年度に繰り越された。 

  なお、この令和２年度へ繰り越された未処分利益剰余金は、市議会の議決を経て、

278,329,654 円が減債積立金に積み立てられ、133,970,696 円は自己資本金に組み入れ

られる予定である。 

 

水道事業会計においては、利益が平成22年度決算から４期連続して計上された。しか

しながら、平成26年度は地方公営企業会計制度見直しに伴い、退職給付引当金繰入額を

特別損失に計上したことにより、平成26年度純損益は38,757千円余の損失となったが、

平成27年度決算では367,635千円余、平成28年度決算では153,162千円余、平成29年度決

算では177,766千円余、平成30年度決算では133,970千円余、令和元年度決算では278,329

千円余の利益が計上された。 
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（表１） 令和元年度水道事業比較損益計算書（消費税抜きの額） 
 

 

比 較 増 減 前年度比

金  額 (A)　(円) 構成比(%) 金  額 (B)　(円) 構成比(%) (A) - (B) 　(円) (A)/(B) (%)

1,741,343,125 100.0 1,816,057,689 100.0 △ 74,714,564 95.9

1 1,495,922,527 85.9 1,480,674,160 81.5 15,248,367 101.0

(1) 給水収益 1,379,434,705 79.2 1,368,273,962 75.3 11,160,743 100.8

(2) 受託工事収益 140,400 0.0 165,926 0.0 △ 25,526 84.6

(3) その他営業収益 116,347,422 6.7 112,234,272 6.2 4,113,150 103.7

2 245,420,598 14.1 235,491,217 13.0 9,929,381 104.2

(1)
受取利息
　及び配当金

1,200,000 0.1 0 0.0 1,200,000 ―

(2) 資本費繰入収益 5,159,000 0.3 5,051,000 0.3 108,000 102.1

(3) 補助金 27,902,000 1.6 18,434,000 1.0 9,468,000 151.4

(4) 長期前受金戻入 207,047,009 12.0 209,293,741 11.5 △ 2,246,732 98.9

(5) 雑収益 4,112,589 0.2 2,712,476 0.2 1,400,113 151.6

3 0 0.0 99,892,312 5.5 △ 99,892,312 ―

(1) その他特別利益 0 0.0 99,892,312 5.5 △ 99,892,312 ―

1,463,013,471 100.0 1,682,086,993 100.0 △ 219,073,522 87.0

1 1,365,894,168 93.4 1,415,871,439 84.2 △ 49,977,271 96.5

(1) 原水及び浄水費 390,486,980 26.7 396,202,671 23.5 △ 5,715,691 98.6

(2) 配水及び給水費 74,891,518 5.1 105,689,610 6.3 △ 30,798,092 70.9

(3) 受託工事費 120,000 0.0 165,926 0.0 △ 45,926 72.3

(4) 業務費 156,387,681 10.7 175,998,112 10.5 △ 19,610,431 88.9

(5) 総係費 46,951,730 3.2 45,263,664 2.7 1,688,066 103.7

(6) 減価償却費 690,986,982 47.2 682,995,318 40.6 7,991,664 101.2

(7) 資産減耗費 6,069,277 0.4 9,556,138 0.6 △ 3,486,861 63.5

2 96,852,571 6.6 108,789,611 6.5 △ 11,937,040 89.0

(1)
支払利息及び
　企業債取扱諸費

94,925,080 6.5 102,489,244 6.1 △ 7,564,164 92.6

(2) 雑支出 1,927,491 0.1 1,370,367 0.1 557,124 140.7

(3) 繰延勘定償却 0 0.0 4,930,000 0.3 △ 4,930,000 0.0

3 266,732 0.0 157,425,943 9.3 △ 157,159,211 0.2

(1) 過年度損益修正損 266,732 0.0 463,945 0.0 △ 197,213 57.5

(2) その他特別損失 0 0.0 156,961,998 9.3 △ 156,961,998 ―

278,329,654 － 133,970,696 － 144,358,958 41.7当 年 度 純 利 益

区　　分　

　科　　目

総収益

営業収益

営業外収益

総費用

営業外費用

営業費用

特別利益

平成３０年度令和元年度

収
 
 

益
 
 

の
 
 

部

費
 
 

用
 
 

の
 
 

部

特別損失
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３ 財 政 の 状 況 

 

貸借対照表により当年度の財政状況をみると、年度末の資産合計と負債資本合計は、

それぞれ16,349,048,163円であり、前年度決算と比較して78,528,425円（0.5％）の減

少となった。 
 

(1) 資産について 
 

（表２） 資 産 の 部 

比較増減 前年度比

金  額  （A) 構成比 金  額  （B) 構成比 （A) - （B) (A)/(B)

 (円) (％)  (円) (％)  (円) (％)

1 15,073,188,362 92.2 15,364,747,005 93.5 △ 291,558,643 98.1

15,043,097,104 92.0 15,334,655,747 93.3 △ 291,558,643 98.1

30,091,258 0.2 30,091,258 0.2 0 100.0

2 1,275,859,801 7.8 1,062,829,583 6.5 213,030,218 120.0

16,349,048,163 100 16,427,576,588 100 △ 78,528,425 99.5

令 和  元 年 度 平 成 ３０ 年 度区  分　

　科  目

資　産　合　計

固定資産

流動資産 

　(1)　有形固定資産

　(2)　無形固定資産

 
 

ア 固定資産のうちの有形固定資産については、15,043,097,104円となり、前年度と

比較して291,558,643円（1.9％）の減少となった。 

 その内容としては、当年度中に増加した有形固定資産が407,298,175円であり、こ

のうちの主なものは、浄水の部門における構築物が17,427,735円、配水給水の部門

における構築物が326,422,060円、取水、浄水、送水及び配水給水の各部門における

機械及び装置が57,881,151円、車両及び運搬具の592,879円、工具器具及び備品

4,974,350円などであったが、一方で、当年度中に減少した有形固定資産が

33,156,666円あり、実質的には、当年度中に有形固定資産が374,141,509円（1.3％）

増加して 29,091,545,087 円となったものの、ここから減価償却累計額の

14,048,447,983 円を差引くと、有形固定資産（当年度末償却未済高）は

15,043,097,104円となり、結果的には、有形固定資産が前年度と比較して1.9％減少

したものである。無形固定資産は30,091,258円で、当年度中の増減はなかった。こ

のうちの主なものは、庁舎利用権の30,000,000円である。 
 

 イ 流動資産は1,275,859,801円で、現金預金が当年度中に223,040,646円（22.2％）

増加して1,229,835,901円になり、未収金が当年度中に9,925,758円（17.9％）減少

して45,593,220円となり、貯蔵品は当年度中に84,670円（16.4％）減少して430,680

円となったが、結果的には、前年度と比較して213,030,218円（20.0％）の増加とな

ったものである。 
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(2) 負債及び資本について 
 

（表３） 負 債 及 び 資 本 の 部 

比較増減 前年度比

金  額  （A) 構成比 金  額  （B) 構成比 （A) - （B) (A)/(B)

 (円) (％)  (円) (％)  (円) (％)

3 固定負債 4,638,649,550 28.4 4,873,889,981 29.7 △ 235,240,431 95.2

4 流動負債 582,661,118 3.6 561,505,541 3.4 21,155,577 103.8

5 繰延収益 4,002,399,363 24.5 4,145,172,588 25.2 △ 142,773,225 96.6

6 資本金 4,913,841,418 30.1 4,736,075,069 28.8 177,766,349 103.8

7 剰余金 2,211,496,714 13.5 2,110,933,409 12.9 100,563,305 104.8

16,349,048,163 100.0 16,427,576,588 100.0 △ 78,528,425 99.5負債資本合計

令 和 元 年 度 平 成 ３０ 年 度区  分　

　科  目

 

ア 固定負債の4,638,649,550円は、企業債4,492,821,854円が主なものである。その

他の内容としては、退職給付引当金145,146,036円などが計上されている。 

 

イ 流動負債の582,661,118円は、前年度と比較して21,155,577円（3.8％）増加し、

１年以内に返済予定の企業債377,209,858円と未払金195,951,649円などが計上され

ている。 

 

ウ 繰延収益の4,002,399,363円は、前年度と比較して142,773,225円（3.4％）減少し、

長期前受金が8,591,602,447円、長期前受金収益化累計額が△4,589,203,084円とし

て計上されている。 

 

エ 資本金の4,913,841,418円は、前年度と比較して177,766,349円（3.8％）増加とな

った。 

 

オ 剰余金の2,211,496,714円は、前年度と比較して100,563,305円（4.8％）増加とな

った。 
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(3)  経営の効率性及び健全性について 
 

経営の効率性及び健全性の状況及びその推移は、表４のとおりである。 
 

（表４） 経営の効率性及び健全性の状況比率表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 収益的収支比率は119.0％で、給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持

管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である。当該指標は、

単年度の収支が黒字であることを示す100％以上となっていることが必要とされて

いる。 

 

イ 累積欠損金比率は算定されていない（累積欠損金が発生していない）ものであり、

この指標は、営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度か

らの繰越利益剰余金等でも補塡することができず、複数年度にわたって累積した損失の

こと）の状況を表すものである。当該指標は、累積欠損金が発生していないことを示す

ことが求められる。 

 

ウ 有形固定資産減価償却率は48.8％で、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却が

どの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示している。一般的に、数値

が100％に近いほど、保有資産が法定耐用年数に近づいていることを示すものであり、

将来の施設の改築（更新・長寿命化）等の必要性を推測することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(％)

経常収益

経常費用

累積欠損金

営業収益 － 受託工事収益

有形固定資産 有形固定資産減価償却累計額

減価償却率 償却有形固定資産帳簿原価

平成29年度

―

112.6

―

111.8

45.347.1

令和元年度 平成30年度

(％)

119.0

 × 100

 × 100 ―

48.8

累 積 欠 損 金 比 率

(％)

算　　　　　　　　式

 × 100

区　　　分

経 常 収 支 比 率
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(4) 財務の状況について 
 

財務の状況を示す財務比率及びその推移は、表５のとおりである。 
 

（表５） 財 務 比 率 表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※算式は、会計基準見直し後のもの 

 

 

ア 自己資本構成比率は 68.1％で、この比率が高いほど、自己資本の安定性が高い

とされている。 
 

イ 固定比率は 135.5％で、この比率は事業の固定的かつ長期的な安全性の指標であ

り、100％以下であることが望ましいとされている。 
 

ウ 固定資産対長期資本比率は95.6％で、この比率は固定資産の調達が資本金、剰余

金及び固定負債の範囲内で行われているかどうかを示すものであり、100％以下で、

かつ、より低いことが望ましいとされている。 
 

エ 流動比率は219.0％、酸性試験（当座）比率は218.9％で、この比率は、事業の財

政的な安定性及び支払能力を示すものであり、流動比率は200％以上が、酸性試験

（当座）比率は100％以上が望ましいとされている。 

(％)

資本金 ＋ 剰余金＋繰延収益

負債資本合計

固定資産

資本金 ＋ 剰余金＋繰延収益

固定資産対 固定資産

長期資本比率 資本金 ＋ 剰余金 ＋ 固定負債＋繰延収益

流動資産

流動負債

現金預金 ＋ 未収金 － 貸倒引当金

流動負債

区　　　分

 × 100

自 己資 本 構 成 比率

固 定 比 率  × 100

流 動 比 率

酸性試験(当座)比率

 × 100 95.6

218.9

算　　　　　　　　式

135.5

 × 100

 × 100

189.2

96.8

139.4

97.1

219.0 189.3 139.4

平成29年度

(％) (％)

139.8 141.9

63.866.968.1

令和元年度 平成30年度
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４ 審 査 の 所 見 

 

(1)  当事業会計の決算については、工事関係等関係諸帳簿及び証書類は概ね整理され、

会計経理も概ね適正に処理されている。当事業の経営及び財政運営については、今

後も法令に基づき、適正かつ効率的に執行していただきたい。 

 

（2）  経営の健全性・効率性の分析における経常収支比率については、119.0％で、6.4

ポイント前年度を上回り、経常損益は黒字となっている。また、累積欠損金の計上

はなく、給水収益は1,500,010千円余で、前年度と比較すると22,274千円余（1.5％）

増加しており、経営の健全性は維持されていると判断できる。 

 

(3)  有収率については、年間総排水量が8,458,162㎥に対して有収水量は7,276,040㎥

であり、有収率は86.0％で、2.4ポイント前年度を上回った。有収率が100％に近け

れば近いほど施設の稼働状況が収益に反映されていることになるので、今後も、継

続して漏水の原因となる老朽化した配水管の布設替えなど、漏水対策を継続的に実

施し、漏水箇所の点検調査や計画的な改良を行い、無効水量の減少に努めていただ

きたい。 

 

(4)   当年度中に5,353,320円の不納欠損処理を行い、当年度末における水道料金の未

収金額は40,613,759円となり、これを前年度と比較すると10,518,381円（20.6％）

減少した。また、当年度分と滞納繰越分を合わせた当年度全体の収納率は、前年度

と比較すると0.6ポイント増加し、97.0％となっている。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響が危惧されるが、今後も、未収金を少しで

も減らすとともに、収納率を向上させるため、なお一層の努力をしていただくこと

を要望する。 

 

(5)   水道事業会計における水道料金の未収金に対する不納欠損処理については、水道

料金の未収金は私債権に該当するため、併せて債権の放棄を行い、塩尻市債権管理

条例に基づき、市議会に対し毎年報告するようにしていただきたい。 

 

(6)  地方公営企業会計制度については、職員一人ひとりがさらに理解を深め、会計基

準による財務諸表の変化や動向を把握し、分析するなど、経営状況を再確認するこ

とで、水道事業の内容を市民や市議会に、わかりやすく説明していくよう努めてい

ただきたい。 

 

（7） 今年度の決算は利益も順調に計上され、収納率も向上しており評価できるもので

ある。 
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       令和元年度末の貸借対照表では、預金現金の金額が流動負債を引いても６億４千

万円余あり、昨年度末の同様の金額に比べても増加している。 

       今後、水道事業ではインフラの耐震化、浄水場、配水管更新などの整備を進めて

いく必要がある。 

      浄水場管理棟などの更新のためには、多額の費用が必要となるが、いざという時

のための自己資金は残しながらも、資金の余裕がある場合には、必要性の高い施設

更新を前倒しして行うよう検討していただきたい。 

 

（8）  人口減少社会の到来に伴う料金収入の減少や老朽化した施設の更新需要の増大、

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響などにより、今後、水道事業を取り巻く

環境は相当厳しいものになると想定される。 

    しかしながら、水道は、市民生活や経済活動において必要不可欠なライフライン

である。水道事業の使命である、将来にわたり安全な水を安定して供給し続けるた

め、「第２期塩尻市水道ビジョン」に沿って、計画的かつ効率的な財政運営や事業

経営に努めていただきたい。 

 

 


